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B

（
定
数
）

第
２
条
　
職
員
の
定
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）　
知
事
の
事
務
部
局
の
職
員
　
2,
82
4
人

ア
　
一
般
会
計
支
弁
に
係
る
職
員
　
2,
81
4
人

イ
　
略

（
２
）　
教
育
委
員
会
の
事
務
局
及
び
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員

2,
22
1
人

ア
　
県
立
学
校
の
職
員
　
2,
02
0
人

イ
　
ア
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
　
20
1
人

（
３
）～
（
７
）　
略

（
８
）　
企
業
局
の
職
員
　
52
人

（
９
）　
略

（
10
）　
県
費
負
担
教
職
員
　
4,
02
8
人

２
　
略

（
定
数
）

第
２
条
　
職
員
の
定
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）　
知
事
の
事
務
部
局
の
職
員
　
2,
82
8
人

ア
　
一
般
会
計
支
弁
に
係
る
職
員
　
2,
81
8
人

イ
　
略

（
２
）　
教
育
委
員
会
の
事
務
局
及
び
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員

2,
22
7
人

ア
　
県
立
学
校
の
職
員
　
2,
02
9
人

イ
　
ア
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
　
19
8
人

（
３
）～
（
７
）　
略

（
８
）　
企
業
局
の
職
員
　
51
人

（
９
）　
略

（
10
）　
県
費
負
担
教
職
員
　
4,
01
2
人

２
　
略

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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A

議
案
第
４
２
号

鳥
取
県
立
む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
立
む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）

第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
５
年
２
月
13
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
立
む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
立
む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
22
年
鳥
取
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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B

（
所
掌
事
務
）

第
３
条
　
史
跡
公
園
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

（
１
）～
（
３
）　
略

（
４
）　
妻
木
晩
田
遺
跡
の
管
理
団
体
（
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律

第
21
4
号
）
第
11
3
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
団
体
を
い
う
。
以

下
「
管
理
団
体
」
と
い
う
。）
と
し
て
行
う
管
理
及
び
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

（
５
）　
略

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
５
条
　
知
事
は
、
地
方
自
治
法
第
24
4
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理

者
」
と
い
う
。）
に
史
跡
公
園
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の

と
す
る
。

（
１
）　
略

（
２
）　
第
３
条
に
規
定
す
る
事
務
（
前
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。）
を
補

　
　
助
す
る
業
務

（
所
掌
事
務
）

第
３
条
　
史
跡
公
園
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

（
１
）～
（
３
）　
略

（
４
）　
遺
跡
の
管
理
団
体
（
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
21
4
号
）

第
11
3
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
団
体
を
い
う
。
以
下
「
管
理
団

体
」
と
い
う
。）
と
し
て
行
う
管
理
及
び
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

（
５
）　
略

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
５
条
　
知
事
は
、
地
方
自
治
法
第
24
4
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理

者
」
と
い
う
。）
に
史
跡
公
園
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の

と
す
る
。

（
１
）　
略

（
２
）　
史
跡
公
園
の
普
及
啓
発
及
び
情
報
発
信
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

を
除
く
。）
に
関
す
る
業
務

（
３
）　
第
３
条
に
規
定
す
る
事
務
（
前
２
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。）
を

　
　
補
助
す
る
業
務
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A

（
３
）　
第
11
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収
に
関
す
る
業
務

（
４
）　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
史
跡
公
園
の
管
理
に
関
す
る
業
務

　
　
の
う
ち
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

（
利
用
時
間
）

第
８
条
　
史
跡
公
園
の
利
用
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
（
知

事
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
に
あ
っ
て
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
７
時
ま

で
）
と
す
る
。

２
　
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
前
項
の
利
用

時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
知
事
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
行
い
、
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
り
利
用
時
間
を
変
更
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
掲
示
す
る
等

し
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
の
休
止
）

第
９
条
　
史
跡
公
園
の
利
用
を
休
止
す
る
日
（
以
下
「
利
用
休
止
日
」
と

い
う
。）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）　
毎
月
第
４
月
曜
日
（
そ
の
日
が
休
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
23
年
法
律
第
17
8
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
以
下
同

（
４
）　
第
11
条
第
１
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
徴
収
に
関
す
る
業
務

（
５
）　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
史
跡
公
園
の
管
理
に
関
す
る
業
務

　
　
の
う
ち
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

（
利
用
時
間
）

第
８
条
　
史
跡
公
園
の
利
用
時
間
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の

承
認
を
得
て
定
め
る
。

　 （
利
用
の
休
止
）

第
９
条
　
史
跡
公
園
の
利
用
を
休
止
す
る
日
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ

め
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。
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B

（
所
掌
事
務
）

第
３
条
　
史
跡
公
園
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

（
１
）～
（
３
）　
略

（
４
）　
妻
木
晩
田
遺
跡
の
管
理
団
体
（
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律

第
21
4
号
）
第
11
3
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
団
体
を
い
う
。
以

下
「
管
理
団
体
」
と
い
う
。）
と
し
て
行
う
管
理
及
び
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

（
５
）　
略

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
５
条
　
知
事
は
、
地
方
自
治
法
第
24
4
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理

者
」
と
い
う
。）
に
史
跡
公
園
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の

と
す
る
。

（
１
）　
略

（
２
）　
第
３
条
に
規
定
す
る
事
務
（
前
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。）
を
補

　
　
助
す
る
業
務

（
所
掌
事
務
）

第
３
条
　
史
跡
公
園
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

（
１
）～
（
３
）　
略

（
４
）　
遺
跡
の
管
理
団
体
（
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
21
4
号
）

第
11
3
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
団
体
を
い
う
。
以
下
「
管
理
団

体
」
と
い
う
。）
と
し
て
行
う
管
理
及
び
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

（
５
）　
略

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
５
条
　
知
事
は
、
地
方
自
治
法
第
24
4
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理

者
」
と
い
う
。）
に
史
跡
公
園
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の

と
す
る
。

（
１
）　
略

（
２
）　
史
跡
公
園
の
普
及
啓
発
及
び
情
報
発
信
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

を
除
く
。）
に
関
す
る
業
務

（
３
）　
第
３
条
に
規
定
す
る
事
務
（
前
２
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。）
を

　
　
補
助
す
る
業
務
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A

（
３
）　
第
11
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収
に
関
す
る
業
務

（
４
）　
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
史
跡
公
園
の
管
理
に
関
す
る
業
務

　
　
の
う
ち
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

（
利
用
時
間
）

第
８
条
　
史
跡
公
園
の
利
用
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
（
知

事
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
に
あ
っ
て
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
７
時
ま

で
）
と
す
る
。

２
　
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
前
項
の
利
用

時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
知
事
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
行
い
、
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
り
利
用
時
間
を
変
更
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
掲
示
す
る
等

し
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
の
休
止
）

第
９
条
　
史
跡
公
園
の
利
用
を
休
止
す
る
日
（
以
下
「
利
用
休
止
日
」
と

い
う
。）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）　
毎
月
第
４
月
曜
日
（
そ
の
日
が
休
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
23
年
法
律
第
17
8
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
以
下
同

（
４
）　
第
11
条
第
１
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
徴
収
に
関
す
る
業
務

（
５
）　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
史
跡
公
園
の
管
理
に
関
す
る
業
務

　
　
の
う
ち
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

（
利
用
時
間
）

第
８
条
　
史
跡
公
園
の
利
用
時
間
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の

承
認
を
得
て
定
め
る
。

　 （
利
用
の
休
止
）

第
９
条
　
史
跡
公
園
の
利
用
を
休
止
す
る
日
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ

め
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。
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B

じ
。）
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
直
後
の
休
日
で
な
い
日
）

（
２
）　
１
月
１
日
か
ら
同
月
３
日
ま
で
及
び
12
月
29
日
か
ら
同
月
31
日

ま
で
の
日

２
　
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
史
跡
公
園
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
臨
時
に
利
用
を
休
止
し
、

又
は
利
用
休
止
日
に
利
用
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
利
用
を
休
止
し
、
又
は
利
用
休

止
日
に
利
用
を
さ
せ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
掲
示
す
る
等
し
て

周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
の
許
可
）

第
10
条
　
史
跡
公
園
の
施
設
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
知
事
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。）
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）～
（
３
）　
略

３
　
知
事
は
、
史
跡
公
園
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用

許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
10
条
　
史
跡
公
園
の
施
設
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。）
を
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

（
１
）～
（
３
）　
略

３
　
指
定
管
理
者
は
、
史
跡
公
園
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

利
用
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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A

（
使
用
料
の
徴
収
）

第
11
条
　
利
用
許
可
を
受
け
て
す
る
史
跡
公
園
の
施
設
設
備
の
利
用
に
つ
い

て
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
。

（
使
用
料
の
減
免
）

第
12
条
　
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、

又
は
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）　
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る

学
校
、
同
法
第
12
4
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
、
同
法
第
55
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
又
は
児
童
福
祉
法

（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4
号
）
第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
保
育
所
若

し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
学
習
、
研
修
、
展
示
等
の
教
育
活

動
の
た
め
に
使
用
さ
せ
る
と
き
。

（
利
用
料
金
）

第
11
条
　
史
跡
公
園
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）

は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
に
そ
の
収
入
と
し
て
収
受

さ
せ
る
。

２
　
利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
が
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
定

め
る
。

３
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
承
認
し
た
と
き
は
、
速
や

か
に
当
該
利
用
料
金
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
料
金
の
減
免
）

第
12
条
　
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
た
基
準

に
従
い
、
利
用
料
金
を
減
額
し
、
又
は
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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B

じ
。）
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
直
後
の
休
日
で
な
い
日
）

（
２
）　
１
月
１
日
か
ら
同
月
３
日
ま
で
及
び
12
月
29
日
か
ら
同
月
31
日

ま
で
の
日

２
　
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
史
跡
公
園
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
臨
時
に
利
用
を
休
止
し
、

又
は
利
用
休
止
日
に
利
用
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
利
用
を
休
止
し
、
又
は
利
用
休

止
日
に
利
用
を
さ
せ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
掲
示
す
る
等
し
て

周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
の
許
可
）

第
10
条
　
史
跡
公
園
の
施
設
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
知
事
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。）
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）～
（
３
）　
略

３
　
知
事
は
、
史
跡
公
園
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用

許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
10
条
　
史
跡
公
園
の
施
設
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
前
項
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。）
を
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

（
１
）～
（
３
）　
略

３
　
指
定
管
理
者
は
、
史
跡
公
園
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

利
用
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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A

（
使
用
料
の
徴
収
）

第
11
条
　
利
用
許
可
を
受
け
て
す
る
史
跡
公
園
の
施
設
設
備
の
利
用
に
つ
い

て
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
。

（
使
用
料
の
減
免
）

第
12
条
　
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、

又
は
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）　
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る

学
校
、
同
法
第
12
4
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
、
同
法
第
55
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
又
は
児
童
福
祉
法

（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4
号
）
第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
保
育
所
若

し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
学
習
、
研
修
、
展
示
等
の
教
育
活

動
の
た
め
に
使
用
さ
せ
る
と
き
。

（
利
用
料
金
）

第
11
条
　
史
跡
公
園
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）

は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
に
そ
の
収
入
と
し
て
収
受

さ
せ
る
。

２
　
利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
が
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
定

め
る
。

３
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
承
認
し
た
と
き
は
、
速
や

か
に
当
該
利
用
料
金
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
料
金
の
減
免
）

第
12
条
　
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
た
基
準

に
従
い
、
利
用
料
金
を
減
額
し
、
又
は
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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B

（
２
）　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
史
跡
公
園
の
保
存
又
は
活
用
に
資
す
る

効
果
が
特
に
高
い
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
の
た
め
に
使
用
さ
せ

る
と
き
。

（
３
）　
国
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
公
用
に
供
す
る
た
め
に
使
用
さ
せ
る

と
き
。

（
４
）　
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
に
お
い
て
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
使
用
さ
せ
る
と
き
。

（
５
）　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
若
し
く
は
免
除
の
別
又
は
減
額
の
率
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）　
前
項
第
１
号
、
第
３
号
又
は
第
４
号
の
場
合
　
免
除

（
２
）　
前
項
第
２
号
又
は
第
５
号
の
場
合
　
免
除
又
は
減
額
２
分
の
１

（
既
納
の
使
用
料
）

第
13
条
　
既
に
徴
収
し
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

利
用
許
可
を
受
け
た
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て

当
該
許
可
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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A

（
行
為
の
制
限
等
）

第
14
条
　
史
跡
公
園
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
１
）　
略

（
２
）　
知
事
の
指
定
す
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
喫
煙
し
、
又
は
火
を

　
　
使
用
す
る
こ
と
。

（
３
）　
知
事
の
許
可
を
受
け
な
い
で
竹
木
を
伐
採
し
、
又
は
植
物
を
採
取
す

　
る
こ
と
。

（
４
）・
（
５
）　
略

（
６
）　
知
事
の
許
可
を
受
け
な
い
で
物
品
を
販
売
す
る
こ
と
。

（
７
）～
（
10
）　
略

２
　
略

３
　
知
事
は
、
第
１
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
者
に

対
し
て
は
、
史
跡
公
園
へ
の
立
入
り
を
拒
み
、
又
は
史
跡
公
園
か
ら
の
退

去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
略

（
措
置
命
令
）

第
15
条
　
知
事
は
、
史
跡
公
園
の
適
正
な
管
理
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
史
跡
公
園
を
利
用
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
命
ず

（
行
為
の
制
限
等
）

第
13
条
　
史
跡
公
園
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
１
）　
略

（
２
）　
指
定
管
理
者
の
指
定
す
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
喫
煙
し
、
又

　
　
は
火
を
使
用
す
る
こ
と
。

（
３
）　
指
定
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
い
で
竹
木
を
伐
採
し
、
又
は
植
物
を

　
　
採
取
す
る
こ
と
。

（
４
）・
（
５
）　
略

（
６
）　
指
定
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
い
で
物
品
を
販
売
す
る
こ
と
。

（
７
）～
（
10
）　
略

２
　
略

３
　
指
定
管
理
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ

る
者
に
対
し
て
は
、
史
跡
公
園
へ
の
立
入
り
を
拒
み
、
又
は
史
跡
公
園
か

ら
の
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
略

（
措
置
命
令
）

第
14
条
　
指
定
管
理
者
は
、
史
跡
公
園
の
適
正
な
管
理
を
図
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
史
跡
公
園
を
利
用
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
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B

（
２
）　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
史
跡
公
園
の
保
存
又
は
活
用
に
資
す
る

効
果
が
特
に
高
い
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
の
た
め
に
使
用
さ
せ

る
と
き
。

（
３
）　
国
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
公
用
に
供
す
る
た
め
に
使
用
さ
せ
る

と
き
。

（
４
）　
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
に
お
い
て
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
使
用
さ
せ
る
と
き
。

（
５
）　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
若
し
く
は
免
除
の
別
又
は
減
額
の
率
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）　
前
項
第
１
号
、
第
３
号
又
は
第
４
号
の
場
合
　
免
除

（
２
）　
前
項
第
２
号
又
は
第
５
号
の
場
合
　
免
除
又
は
減
額
２
分
の
１

（
既
納
の
使
用
料
）

第
13
条
　
既
に
徴
収
し
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

利
用
許
可
を
受
け
た
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て

当
該
許
可
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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A

（
行
為
の
制
限
等
）

第
14
条
　
史
跡
公
園
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
１
）　
略

（
２
）　
知
事
の
指
定
す
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
喫
煙
し
、
又
は
火
を

　
　
使
用
す
る
こ
と
。

（
３
）　
知
事
の
許
可
を
受
け
な
い
で
竹
木
を
伐
採
し
、
又
は
植
物
を
採
取
す

　
る
こ
と
。

（
４
）・
（
５
）　
略

（
６
）　
知
事
の
許
可
を
受
け
な
い
で
物
品
を
販
売
す
る
こ
と
。

（
７
）～
（
10
）　
略

２
　
略

３
　
知
事
は
、
第
１
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
者
に

対
し
て
は
、
史
跡
公
園
へ
の
立
入
り
を
拒
み
、
又
は
史
跡
公
園
か
ら
の
退

去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
略

（
措
置
命
令
）

第
15
条
　
知
事
は
、
史
跡
公
園
の
適
正
な
管
理
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
史
跡
公
園
を
利
用
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
命
ず

（
行
為
の
制
限
等
）

第
13
条
　
史
跡
公
園
に
お
い
て
は
、
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
１
）　
略

（
２
）　
指
定
管
理
者
の
指
定
す
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
喫
煙
し
、
又

　
　
は
火
を
使
用
す
る
こ
と
。

（
３
）　
指
定
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
い
で
竹
木
を
伐
採
し
、
又
は
植
物
を

　
　
採
取
す
る
こ
と
。

（
４
）・
（
５
）　
略

（
６
）　
指
定
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
い
で
物
品
を
販
売
す
る
こ
と
。

（
７
）～
（
10
）　
略

２
　
略

３
　
指
定
管
理
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ

る
者
に
対
し
て
は
、
史
跡
公
園
へ
の
立
入
り
を
拒
み
、
又
は
史
跡
公
園
か

ら
の
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
略

（
措
置
命
令
）

第
14
条
　
指
定
管
理
者
は
、
史
跡
公
園
の
適
正
な
管
理
を
図
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
史
跡
公
園
を
利
用
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
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B

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
取
消
し
）

第
16
条
　
知
事
は
、
利
用
許
可
又
は
行
為
許
可
を
受
け
た
者
が
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
又
は
行
為
許
可
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）～
（
５
）　
略

（
権
限
の
委
任
）

第
17
条
　
第
８
条
か
ら
第
10
条
ま
で
及
び
第
14
条
か
ら
第
16
条
ま
で
に

規
定
す
る
知
事
の
権
限
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
所
長
に
委
任
す

る
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
18
条
　
略

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
取
消
し
）

第
15
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
許
可
又
は
行
為
許
可
を
受
け
た
者
が
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
又
は
行
為

許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）～
（
５
）　
略

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
16
条
　
略

　
　
　
附
　
則

─ 21 ─

A

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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B

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
取
消
し
）

第
16
条
　
知
事
は
、
利
用
許
可
又
は
行
為
許
可
を
受
け
た
者
が
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
又
は
行
為
許
可
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）～
（
５
）　
略

（
権
限
の
委
任
）

第
17
条
　
第
８
条
か
ら
第
10
条
ま
で
及
び
第
14
条
か
ら
第
16
条
ま
で
に

規
定
す
る
知
事
の
権
限
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
所
長
に
委
任
す

る
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
18
条
　
略

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
取
消
し
）

第
15
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
許
可
又
は
行
為
許
可
を
受
け
た
者
が
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
許
可
又
は
行
為

許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　（
１
）～
（
５
）　
略

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
16
条
　
略

　
　
　
附
　
則

─ 21 ─

A

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。


